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一般社団法人 日本循環器学会 

JROAD（The Japanese Registry Of All cardiac and vascular Diseases） 

研究利用 費用規定 

 

第1条 この規約は、循環器疾患診療実態調査（以下、「JROAD」という）、データの管理と利

用に関する細則第 10 条 2 号に基づき、データ利用申請者に分析用データの作成に係る費用

を定めることを目的とする。 

 

第2条 データ利用申請者は、JROAD 研究利用審査検討会にて研究利用の承認が得ら

れた後に、速やかに第 3 条に定義された費用を支払う必要がある。 

 

第3条 研究利用に伴う費用負担を以下に定める。 

データ名 費用（税込） 

循環器疾患診療実態調査（JROAD） 500,000 円 

各施設の循環器医療に関する DPC 情報（JROAD-DPC） 500,000 円 

上記費用は JROAD 事業に係る費用負担であり、アプリケーション・旅費交通

費、データ管理等の別途に必要な費用はデータ利用申請者の自己負担とする。 

２ 産学連携研究 

データ名 費用（税込）/年間 

循環器疾患診療実態調査（JROAD）と 

各施設の循環器医療に関する DPC 情報（JROAD-DPC） 

5,500,000 円 

上記費用は JROAD 事業に係る費用負担であり、アプリケーション・旅費交通

費、データ管理等の別途に必要な費用はデータ利用申請者の自己負担とする。 

第4条 本規約の改廃は、IT/Database 部会で審査を行い、承認を得て行う。 
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